
清水町告示第92号 

 清水町認知症高齢者等サポート店認証制度実施要領を次のように定める。 

  令和６年６月17日 

清水町長 関 義弘 

   清水町認知症高齢者等サポート店認証制度実施要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、認知症の人とその家族への適切な理解及び対応に努める店舗、

事業所及び企業を認知症サポート店として認証することにより、認知症の人とその

家族が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らすことができるまちづくりを推

進することを目的とする。 

 （認証の要件） 

第２条 町長は、町内に所在する店舗、事業所及び企業であって、次に掲げる要件に

適合するものを、清水町認知症高齢者等サポート店（以下「サポート店」という。）

として登録するものとする。 

⑴ 店舗、事業所及び企業の代表者及び従事する者のうち１人以上が、認知症サポ

ーター養成講座を受講していること。 

⑵ 清水町認知症高齢者等サポート店認証制度登録申請書（第１号様式。以下「登

録申請書」という。）に掲げる取組内容について、２以上実施していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる店舗、事業所及び企業は、登録の対象とし

ないものとする。 

⑴ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする店舗、事業所及び企業 

⑵ 清水町暴力団排除条例（平成24年条例第16号）第２条第１号に規定する暴力団

及び同条例第２条第２号に規定する暴力団員等並びにこれらのものと密接な関

係を有する者が関与し、又は経営している店舗、事業所及び企業 

⑶ その他町長が不適当と認める店舗、事業所及び企業 

（認証の申請） 

第３条 サポート店として登録を受けようとする者は、登録申請書に必要な書類を添

付して、町長に提出しなければならない。 

 （認証の審査） 

第４条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録申請書及び必要に応じ



て行う実地調査により、第２条に定める要件に適合するか否かを審査するものとす

る。 

 （認証の決定等） 

第５条 町長は、認証の決定を行ったときは、清水町認知症高齢者等サポート店認証

制度登録証（第２号様式。以下「登録証」という。）をサポート店に交付するものと

する。 

２ 町長は、サポート店について町のホームページ等により広く周知するとともに、

サポート店に対し、認知症等に関する情報提供その他の必要な支援を行うものとす

る。 

 （登録日） 

第６条 登録日は、登録申請した日が属する月の翌月１日からとする。 

 （変更の届出） 

第７条 サポート店は、第３条の規定により申請した内容に変更が生じた場合には、

清水町認知症高齢者等サポート店認証制度変更届出書（第３号様式）を町長に提出

しなければならない。 

 （認証の取消し） 

第８条 町長は、登録したサポート店が次の事項にあてはまるときは、登録を取り消

すことができる。 

⑴ サポート店が、第２条に規定する要件に適合しなくなったとき。 

⑵ サポート店から清水町認知症高齢者等サポート店認証取消し届出書（第４号様

式）の提出があったとき。 

⑶ その他町長が適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、清水町認知症高齢者等サポ

ート店取消し通知書（第５号様式）により、当該サポート店に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により登録を取り消された店舗、事業所及び企業は、速やかに登録

証を返還しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和６年７月１日から施行する。 



第１号様式（第３条関係）（用紙 日本産業規格 A４縦型） 

 

清水町認知症高齢者等サポート店認証制度登録申請書 

 

  年  月  日 

 清水町長 様 

 

所在地 

名称 

代表者の職及び氏名           （※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。 

   法人以外でも本人（代表者）が自署しない場合は

押印が必要です。  

 

 清水町認知症高齢者等サポート店認証制度実施要領第３条の規定により下記のとおり

申請します。 

記 

添付書類 

⑴ 会社概要 

⑵ 取組の内容について参考となる資料  

所在地 

〒 

 

業種  

営業内容  

営業時間 

定休日 
 

連絡先 
ＴＥＬ ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

ホームページ掲載 

希望（〇をつける。） 

清水町認知症高齢者等サポート店認証制度への掲載を 

１ 希望する      ２ 希望しない 

認知症サポーター   認知症サポーター     人 

事業協力 
本事業の趣旨を理解し、認知症の人やその家族を支援する取組み

を積極的に、かつ、継続的に行うことに同意します。 

担当者 （所属） （氏名） 



清水町認知症高齢者等に優しい取組内容チェックシート 

 

項 目 取組内容 

認知症高齢者等にやさし

い対応 

□ ゆっくり対象者のペースに合わせて対応する 

□ 笑顔でやさしく声かけをする 

□ はっきり大きな声で話しかける 

□ ていねいに説明をする 

□ その他（                   ） 

認知症高齢者等にやさし

い店づくり 

□ 店内がバリアフリーになっている 

□ 車いすでの利用ができる 

□ 利用できるトイレがある 

□ 休憩スペースがある 

□ その他（                   ） 

認知症高齢者等にやさし

い商品構成など 

□ 少量販売をしている 

□ 値札など大きな文字を使っている 

□ 商品を見やすい位置に配置 

□ その他（                   ） 

認知症高齢者等にやさし

いサービス 

□ お金の計算等支払い時のお手伝いをする 

□ 自宅まで配達する 

□ 店舗まで送迎する 

□ 出張サービスをする 

□ その他（                   ） 

高齢者福祉に関する普

及・啓発 

□ ポスター等を掲示する 

□ チラシ等を置く 

□ 認知症に関する相談窓口を案内している 

□ その他（                   ） 

徘徊高齢者対応 
□ 徘徊探索に協力する 

□ その他（                   ） 

その他 

□ （                      ） 

 

  


